
７．自立を促進するための経済的支援
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１．目的
離婚によるひとり親世帯等、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立

の促進に寄与するため、当該児童について手当を支給し、児童の福祉の増進を図る。（平成22年８月より父子
家庭も対象）

２．支給対象者
18歳に達する日以後の最初の３月31日までの間にある児童（障害児の場合は20歳未満）を監護する母、監護

し、かつ生計を同じくする父又は養育する者（祖父母等）。

３．支給要件
父母が婚姻を解消した児童、父又は母が死亡した児童、父又は母が一定程度の障害の状態にある児童、父又

は母の生死が明らかでない児童などを監護等していること。
※ ただし、国内に住所を有しないとき、児童が父又は母と生計を同じくするとき、母又は父の配偶者に養育されるとき等

は支給されない。平成26年12月より、受給者等の年金額が手当額を下回る場合は、その差額分の手当を支給。(支払いは平

成27年４月)

４．手当月額（平成26年４月～）
・児童１人の場合 全部支給：41,020円 一部支給：41,010円から9,680円まで

・児童２人以上の加算額 [２人目] 5,000円 [３人目以降１人につき] 3,000円

※ 「国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」（平成２４年法律第９９号）により、手当額に係る特例水準の解

消（1.7％）を図る。（平成25年10月0.7％、平成26年４月0.7％、平成27年４月0.3％）

５．所得制限限度額（収入ベース）
・本 人 ： 全部支給（２人世帯） １３０．０万円 、 一部支給（２人世帯） ３６５．０万円
・扶養義務者（６人世帯） ： ６１０．０万円

６．受給状況
・平成26年３月末現在の受給者数 １，０７３，７９０人 （母：1,003,878人、父：64,923人、養育者：4,989人）

７．予算額（国庫負担分）［26年度予算］１，７３６．１億円

８．手当の支給主体及び費用負担
・支給主体：都道府県、市及び福祉事務所設置町村
・費用負担：国 1/3  都道府県、市及び福祉事務所設置町村 2/3

児童扶養手当制度の概要
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○近年、母子家庭の増加により、児童扶養手当の受給者数も増加しており、平成１３年度末は759,194人、
平成２５年度末は1,073,790人となっている。
（平成22年8月より、支給対象を父子家庭にも拡大）

○平成２５年度末において、全部支給者は606,644人(56.5%)、一部支給者は467,146人(43.5%)である。

154,387

759,194 1,073,790 

0

500,000

1,000,000

1,500,000
児童扶養手当受給者数の推移（昭和37～平成25年度）

（出典：厚生労働省大臣官房統計情報部「福祉行政報告例）

児童扶養手当受給者数の推移

総数

生別世帯
死別

世帯

未婚

世帯

父又は母が

障害者世帯

父又は母によ
る

遺棄世帯

父又は母が

DV保護命令

を受けた世帯
離婚 その他

母子世帯
976,929

（100.0％）

864,912
（88.5%）

1,033
（0.1%）

7,669
（0.8%）

94,838
（9.7%）

4,992
（0.5％）

2,788
（0.3％）

697
（0.1%）

父子世帯
64,585

（100.0％）

56,115
（86.9%）

43
（0.1%）

6,054
（9.4%）

611
（0.9%）

1,548
（2.4%）

214
（0.3%）

－

（0.0%）

その他の世帯
※

32,276

計 1,073,790

（単位：人）

（単位：人）

○平成２５年度末受給者数

※その他世帯は、２人以上の児童がそれぞれ異なる支給事由に該当する場合に当該児童を父又は母が監護等する世帯及び父又は母以外の者が養育す
る世帯
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児童扶養手当受給者の状況

資料：厚生労働省大臣官房統計情報部「福祉行政報告例」

（各月末現在）（単位：人）

世 帯 類 型 別

受給者
母 子 世 帯 父 子 世 帯

その他

総 数
生別母子世帯 死 別 未婚の 障害者 遺 棄 D V 総 数 生別父子世帯 死 別 未婚の 障害者 遺 棄 D V の世帯

離 婚 その他 母子世帯 母子世帯 世 帯 世 帯 世 帯 離 婚 その他 父子世帯 父子世帯 世 帯 世 帯 世 帯

平成24年 4月 1,083,479 989,120 882,015 1,272 8,208 89,918 4,348 3,359 - 63,143 55,218 44 5,903 574 1,152 252 - 31,216 

5月 1,090,959 995,716 888,031 1,262 8,269 90,361 4,428 3,365 - 63,870 55,853 48 5,965 573 1,177 254 - 31,373 

6月 1,099,395 1,003,291 894,826 1,385 8,322 90,839 4,488 3,431 - 64,574 56,447 61 6,027 572 1,213 254 - 31,530 

7月 1,106,732 1,009,804 900,682 1,384 8,407 91,379 4,553 3,399 - 65,311 57,099 44 6,093 583 1,241 251 - 31,617 

8月 1,112,240 1,014,476 904,925 1,410 8,459 91,693 4,605 3,384 - 65,781 57,522 41 6,123 578 1,270 247 - 31,983 

9月 1,115,887 1,017,756 907,825 1,477 8,505 91,938 4,654 3,357 - 66,032 57,742 51 6,136 581 1,274 248 - 32,099 

10月 1,119,133 1,020,730 910,516 1,544 8,554 92,084 4,710 3,322 - 66,004 57,692 39 6,144 585 1,294 250 - 32,399 

11月 1,126,175 1,026,720 916,065 1,462 8,603 92,480 4,796 3,314 - 66,410 57,993 37 6,209 592 1,340 239 - 33,045 

12月 1,130,454 1,030,491 919,410 1,650 8,678 92,601 4,857 3,295 - 66,906 58,397 42 6,264 596 1,366 241 - 33,057 

平成25年 1月 1,135,145 1,034,423 923,224 1,533 8,720 92,735 4,894 3,317 - 67,359 58,743 34 6,333 610 1,384 255 - 33,363 

2月 1,141,115 1,039,647 927,838 1,533 8,779 93,208 4,962 3,327 - 67,839 59,136 38 6,390 606 1,421 248 - 33,629 

3月 1,083,317 986,670 877,162 1,513 7,863 92,270 4,767 3,095 - 64,784 56,451 38 6,083 592 1,384 236 - 31,863 

4月 1,083,313 986,596 876,746 1,191 7,833 92,501 4,777 3,081 467 64,845 56,497 49 6,067 596 1,407 229 - 31,872 

5月 1,090,737 993,282 882,843 1,148 7,890 92,964 4,816 3,108 513 65,410 57,009 38 6,118 592 1,423 230 - 32,045 

6月 1,097,931 999,679 888,602 1,158 7,948 93,438 4,890 3,119 524 65,973 57,485 40 6,179 596 1,440 233 - 32,279 

7月 1,105,508 1,006,367 894,686 1,156 8,010 93,877 4,968 3,117 553 66,702 58,086 42 6,266 604 1,468 236 - 32,439 

8月 1,110,122 1,010,591 898,445 1,147 8,077 94,267 4,979 3,100 576 67,034 58,364 41 6,307 606 1,476 240 - 32,497 

9月 1,112,073 1,012,470 900,059 1,155 8,130 94,422 5,013 3,085 606 67,033 58,347 44 6,318 601 1,486 237 - 32,570 

10月 1,114,212 1,014,438 901,694 1,132 8,163 94,752 5,039 3,046 612 66,881 58,197 45 6,296 606 1,502 235 - 32,893 

11月 1,119,741 1,019,448 906,104 1,128 8,229 95,227 5,094 3,025 641 67,111 58,400 43 6,306 611 1,516 235 - 33,182 

12月 1,123,657 1,022,869 909,386 1,113 8,256 95,311 5,122 3,022 659 67,406 58,641 42 6,339 615 1,531 238 - 33,382 

平成26年 1月 1,128,194 1,026,829 913,069 1,108 8,288 95,504 5,178 3,013 669 67,791 58,970 41 6,375 620 1,547 238 - 33,574 

2月 1,133,909 1,031,857 917,631 1,068 8,369 95,866 5,232 3,007 684 68,248 59,326 45 6,441 630 1,567 239 - 33,804 

3月 1,073,790 976,929 864,912 1,033 7,669 94,838 4,992 2,788 697 64,585 56,115 43 6,054 611 1,548 214 - 32,276 
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扶養親族等の数 全部支給の所得制限限度額 一部支給の所得制限限度額

０人 19万円 （ 92 万円） 192万円 （311.4万円）

１人 57万円 （130 万円） 230万円 （365  万円）

２人 95万円 （171.7万円） 268万円 （412.5万円）

３人 133万円 （227.1万円） 306万円 （460 万円）

４人 171万円 （281.4万円） 344万円 （507.5万円）

５人 209万円 （335.7万円） 382万円 （555  万円）

児童扶養手当の額は、受給者の所得（収入から各種控除額を減じ、さらに、受給者やその児童が父又は母から養育費を受け取っている場
合にはその養育費の８割相当額を加えて算出）と扶養親族等の数を勘案して決定され、また、就労等により収入が増えるにつれて児童扶
養手当を加えた総収入が増えるよう定められている。

○平成２６年４月 手当額の例 （手当受給者と子１人の家庭の場合）

１７９万円

0 130

（万円）
就労等収入

総
収
入

総収入（就労等収入と手当の合計額）
３７７万円

３２２万円
２７９万円

２３７万円

手
当

就
労
等
収
入

200 250 300 365 （万円）
就労等収入

月額9,680円
（年額約12万円）月額41,020円

（年額約49万円）

※ （ ）内は収入額ベース。政令上は所得額で規定されており、ここに掲げた収入額は、給与所得者を例として給与所得控除額等を加えて表示した額である。

月額18,010円
（年額約22万円）

月額24,350円

（年額約29万円）

月額30,690円

（年額約37万円）

児童扶養手当の所得制限限度額について
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○母子父子寡婦福祉資金は、配偶者のない女子又は配偶者のない男子であって現に児童を扶養しているもの等に対
し、その経済的自立の助成と生活意欲の助長を図り、あわせてその扶養している児童の福祉を増進することを目的
としている。

○母子及び父子並びに寡婦福祉法の規定に基づき行われている。

① 母子福祉資金
・配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの（いわゆる母子家庭の母） ・母子・父子福祉団体 等

② 父子福祉資金（平成２６年１０月１日より）
・配偶者のない男子で現に児童を扶養しているもの（いわゆる父子家庭の父） ・母子・父子福祉団体 等

③ 寡婦福祉資金
・寡婦（配偶者のない女子であって、かつて配偶者のない女子として児童を扶養していたことのあるもの） 等

対象者

事業開始資金、事業継続資金、修学資金、技能習得資金、修業資金、就職支度資金、医療介護資金、生活資金、住
宅資金、転宅資金、就学支度資金、結婚資金（計１２種類）

貸付金の種類

・利 子：貸付金の種類、連帯保証人の有無によって異なるが、無利子または、年利１．５％
・償還方法：貸付金の種類によって異なるが、一定の据え置き期間の後、３年～２０年

貸付条件等

都道府県、指定都市、中核市 （国：２／３ 都道府県、指定都市、中核市：１／３）

実施主体・貸付原資の負担割合

・母子福祉貸付金 ２０７億３７１７万円（４１，２８１件）
・寡婦福祉貸付金 ５億８８８２万円（ ９８９件） ※貸付金の件数・金額とも約９割が、児童の修学資金関係

貸付実績（平成２５年度）

母子父子寡婦福祉資金貸付金制度の概要
目的

［26年度予算］５０．４億円

予算額
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資金
種類

貸付対象等 貸付限度額
貸付
期間

据置
期間

償還
期限

利 率

事
業
開
始
資
金

・母子家庭の母

・父子家庭の父

・母子･父子福祉
団体

・寡婦

事業（例えば洋裁、
軽飲食、文具販売、
菓子小売業等、母
子・父子福祉団体
については政令で
定める事業）を開始
するのに必要な設
備、什器、機械等
の購入資金

２，８３０，０００円

団体 ４，２６０，０００円

(注)複数の母子家庭の母等が共同して起業する

場合の限度額は団体貸付の限度額を適用できる
ものとする。

１ 年 ７年
以内

(保証人有)無利子
(保証人無)年1.5％

事
業
継
続
資
金

・母子家庭の母

・父子家庭の父

・母子･父子福祉
団体

・寡婦

現在営んでいる事
業（母子・父子福祉
団体については政
令で定める事業）を
継続するために必
要な商品、材料等
を購入する運転資
金

１，４２０，０００円

団体 １，４２０，０００円

６ケ月 ７年
以内

(保証人有)無利子
(保証人無)年1.5％

修
学
資
金

・母子家庭の母が
扶養する児童

・父子家庭の父が
扶養する児童

・父母のない児童

・寡婦が扶養する
子

高等学校、大学、
高等専門学校又
は専修学校に就
学させるための
授業料、書籍代、
交通費等に必要
な資金

※私立の自宅外通学の場合の限度額を例示、
（ ）内の数値は、 一般分限度額
高校、専修学校（高等課程）

月額（３５，０００円）５２，５００円
高等専門学校

月額［１～３年］（３５，０００円）５２，５００円
［４～５年］（６０，０００円）９０，０００円

短期大学、専修学校（専門課程）
月額（６０，０００円）９０，０００円

大学
月額（６４，０００円）９６，０００円

専修学校（一般課程）
月額（３１，０００円）４６，５００円

(注)高等学校、高等専門学校及び専修学校に就

学する児童が１８歳に達した日以後の最初の３月
３１日が終了したことにより児童扶養手当等の給
付を受けることができなくなった場合、上記の額に
児童扶養手当の額を加算した額。

就学
期間
中

当該
学校
卒業
後６ケ
月

２０年
以内

専修
学校
（一般
課程）
５年以
内

無利子

※親に貸付ける場
合、児童を連帯借
受人とする。（連帯
保証人は不要）

※児童に貸付ける
場合、親等を連帯
保証人とする。

母子父子寡婦福祉資金貸付金の概要
（平成26年10月１日現在）
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資金
種類

貸付対象等 貸付限度額
貸付
期間

据置
期間

償還
期限

利 率

技
能
習
得
資
金

・母子家庭の母

・父子家庭の父

・寡婦

自ら事業を開始
し又は会社等に
就職するために
必要な知識技能
を習得するため
に必要な資金
（例：訪問介護員
（ホームヘルパー）、
ワープロ、パソコン、
栄養士等）

【一般】 月額 ６８，０００円

【特別】 一括 ８１６，０００円
（１２月相当）

運転免許 ４６０，０００円

知識技能
を習得す
る期間中
５年をこえ
ない範囲
内

知識技
能習得
後１年

２０年以
内

(保証人有)
無利子

(保証人無)
年1.5％

修
業
資
金

・母子家庭の母が
扶養する児童

・父子家庭の父が
扶養する児童

・父母のない児童

・寡婦が扶養する
子

事業を開始し又
は就職するため
に必要な知識
技能を習得す

るために必要な
資金

月額 ６８，０００円

特別 ４６０，０００円
(注)修業施設で知識、技能習得中の児童が １８
歳に達した日以後の最初の３月３１日が終了した
ことにより児童扶養手当等の給付を受けることが
できなくなった場合、上記の額に児童扶養手当の
額を加算した額

知識技能
を習得す
る期間中
５年をこえ
ない範囲
内

知識技
能習得
後１年

６年以内 ※修学資金と
同様

就
職
支
度
資
金

・母子家庭の母又
は児童

・父子家庭の父又
は児童

・父母のない児童

・寡婦

就職するために
直接必要な被
服、履物等及び
通勤用自動車

等を購入する資
金

一般 １００，０００円

特別 ３２０，０００円

１ 年 ６年以内 ※親に係る貸
付けの場合
(保証人有)
無利子
(保証人無)
年1.5％
※児童に係る
貸付けの場合
修学資金と同じ

医

療
介
護
資
金

・母子家庭の母又
は児童（介護の場
合は児童を除く）

・父子家庭の父又
は児童（介護の場
合は児童を除く）

・寡婦

医療又は介護
（当該医療又は
介護を受ける期
間が１年以内の
場合に限る）を
受けるために必
要な資金

【医療】 ３４０，０００円
特別 ４８０，０００円

【介護】 ５００，０００円

６ケ月 ５年以内 (保証人有)
無利子
(保証人無)
年1.5％
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資金
種類

貸付対象等 貸付限度額
貸付
期間

据置
期間

償還
期限

利 率

生
活
資
金

・母子家庭の母

・父子家庭の父

・寡婦

知識技能を習得
している間、医療
若しくは介護を受
けている間、母子
家庭又は父子家
庭になって間もな
い(７年未満)者の

生活を安定・継続
する間(生活安定
期間)又は失業中

の生活を安定・継
続するのに必要
な生活補給資金

【一般】 月額 １０３，０００円

【技能】 月額 １４１，０００円

(注)生活安定期間の貸付は、配偶者のない女子又は男
子となった事由の生じたときから７年を経過するまでの期
間中、月額１０３，０００円、合計２４０万円を限度とする。

また、生活安定期間中の養育費の取得のための裁判
費用については、１，２３６，０００円（一般分の１２月相当）
を限度として貸付けることができる。
(注)物価の影響を受けている母子家庭及び父子家庭の
安定した生活を支える観点から、当面、３月相当額の一
括貸付を行うことができる。

・知識技能
を習得する
期間中５年
以内

・医療又は
介護を受け
ている期間
中１年以内

・離職した
日の翌日
から１年以
内

知識技能
習得後、
医療若し
くは介護
終了後又
は生活安
定期間の
貸付若し
くは失業
中の貸付
期間満了
後６ケ月

(技能習得)
２０年以内

(医療又は
介護)
５年以内

(生活安定
貸付)
８年以内

(失業)
５年以内

(保証人有)
無利子

(保証人無)
年1.5％

住
宅
資
金

・母子家庭の母

・父子家庭の父

・寡婦

住宅を建設し、
購入し、補修し、
保全し、改築し、
又は増築するの
に必要な資金

１，５００，０００円

（特別 ２，０００，０００円）

６ケ月 ６年以内
特別
７年以内

(保証人有)
無利子

(保証人無)
年1.5％

転
宅
資
金

・母子家庭の母

・父子家庭の父

・寡婦

住宅を移転する
ため住宅の貸
借に際し必要な
資金

２６０，０００円 ６ケ月 ３年以内 (保証人有)
無利子
(保証人無)
年1.5％

就
学
支
度
資
金

・母子家庭の母が
扶養する児童

・父子家庭の父が
扶養する児童

・父母のない児童

・寡婦が扶養する子

就学、修業する
ために必要な被
服等の購入に
必要な資金

小学校 ４０，６００円
中学校 ４７，４００円
国公立高校 １６０，０００円
修業施設 １００，０００円
私立高校 ４２０，０００円
国公立大学・短大 ３８０，０００円
私立大学・短大 ５９０，０００円

６ケ月 就学

２０年以
内

修業
５年以内

※修学資金と
同様

結
婚
資
金

・母子家庭の母

・父子家庭の父

・寡婦

母子家庭の母又
は父子家庭の父
が扶養する児童及
び寡婦が扶養する
２０歳以上の子の
婚姻に際し必要な
資金

３００，０００円 ６ケ月 ５年以内 (保証人有)
無利子

(保証人無)
年1.5％
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